
令和６年度地域森林計画の樹立及び変更について（概要）

地域森林計画については、知事が森林計画区別（阿武隈川、奥久慈、会津、磐城）に定める

ことになっており、今年度は阿武隈川地域森林計画区の樹立及び奥久慈、会津、磐城計画区の

計画変更を行います。

１ 地域森林計画の作成のポイント

(1)「地域森林計画」は、森林法第５条に基づき、全国森林計画に即して知事が５年毎に10

年を一期としてたてる民有林の計画である。

２ 地域森林計画の変更のポイント

(1) 奥久慈、会津、磐城の各地域森林計画について、次の事項を変更する。

①林地開発完了及び官行造林地の返地等による森林面積の変更

②林道・保安林・治山の計画量を各種事業計画に合わせて変更

福島県における計画体系 森林法に基づく森林計画制度の体系

【 福 島 県 総 合 計 画 】
（R3.10策定）

【森林・林業基本計画】

（R3.6閣議決定）

※おおむね５年毎に変更

森林・林業基本法11条
・森林及び林業に関する施策の基本的な方針
・森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物

の供給及び利用に関する目標
・森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画

的に講ずべき施策

【福島県
土地利用基本計画】

(R3.10.26変更）

踏まえて

【第2期福島県復興計画】

(R3.3.29策定)

将来像を共有

【福島県農林水産業振興計画】
（R3.12策定）

即して

即して

各種事業計画等

【地域森林計画】
（森林法第５条）

・地域の特性に応じた森林整備の目標

・市町村森林整備計画の指針

※ ５年毎の１０ヶ年計画

調整

調整

【全国森林計画】 森林法第４条

（R5.10策定）
※５年毎の１５ヶ年計画

即して

即して

【森林整備保全事業計画】

（R6.5策定）森林法第４条

・森林整備事業、治山事業に関す
る５年間の事業計画

※５年毎の５ヶ年計画

【国有林の

地域別の森林計画】
森林法第７条の２

国有林の森林整備の目標

※５年毎の１０ヶ年計画

即して

調整

【市町村森林整備計画】

森林法第10条の５

・地域に最も密着した計画

・森林所有者等が行う施業の指針

※５年毎の１０ヶ年計画

【森林経営計画】 森林法第11条

・森林所有者等が作成する具体的な
伐採、造林等に関する計画

※５ヶ年計画

適合して

適合して

阿武隈川地域森林計画 (R6樹立)
奥久慈地域森林計画 (R2樹立)
会津地域森林計画 (R3樹立) 
磐城地域森林計画 (R4樹立)

整合

森 林 林 業 に 関 す る 計 画

調整



【参考】地域森林計画について

○ 森林法第５条に基づき、知事が全国森林計

画に即して、５年毎にたてる１０年を一期と

する計画。

民有林を対象として、森林計画区別（阿武

隈川、奥久慈、会津、磐城）に定める。

○ 地域に応じた森林の整備・保全の目標等を

明らかにするとともに、森林法に基づき市町

村長がたてる市町村森林整備計画の指針とな

る。


